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□　a.期待以上

■ b.期待どおり

□　c.やや下回る

□　d.期待以下

　最終予算額　 （Ａ) 国庫・県単

　決　算　額 （Ｂ) 実施方法

Ｂ(H21はＡ）のうち一般財源

 従事する職員数

 概算人件費　  （Ｃ）

　概算事業費　（Ｂ(H21はA)＋Ｃ）

　□　余地なし ■　当面余地なし □　余地あり

　□　余地なし ■　当面余地なし □　余地あり

　□　余地なし ■　当面余地なし □　余地あり

事
 
業
 
の
 
課
 
題

区　分 判　定　・　説　明

事業のニーズの変化

県の関与を見直す余地

有効性を高める余地

効率性を高める余地

課題の総括
・国際交流は県民が主体的に進めていくことが望ましいとの観点から、国際交流員については、人員を随時見直し
ており、平成20年度に4人に削減したところである。一方で事業ニーズは依然としてあるため、引き続き効果的な業
務推進に努め、派遣要請に対応していく。

判
定
の
説
明

事　業　名

24,228

事
業
実
績

内　　容 単位

国際交流員の派遣延べ回数

千円

千円

　概　算
　人件費

人

回

事
業
コ
ス
ト

区　　分 単位

人

千円

平成21年度事務事業評価シート （20年度実施事業分）

5-05 観光部国際課部・課事業番号

２８１１

kokusai@pref.nagano.jp

成
果
と
達
成
状
況

事業の目指す成果 達成度（期待どおり）の判定基準（H20) 達成状況 評価

国際交流員を派遣し、県民の国際交流
活動を支援する。

県民からの派遣要望（260件程度）に応
えること。

県民からの要望に応じ国際交流員を派
遣（実績288件）し、国際交流活動を支援
した。

内線

E-mail
国際交流員設置事業

中期総合計画主要施策番号 担
当
課

20年度 21年度（予定）19年度

304

左記以外の20年度の実績

国際交流員設置数 5 4 4

288 260

・現在の派遣要請に応えるためには、人員体制の効率化
は困難である。
・国際交流員はより効果的な国際交流事業の実施に必要
な情報や技術を得るための研修に参加するなど研鑽に努
めている。

  □　増加 ■　横ばい □　減少

20年度 21年度（当初） 20年度の概要

千円 26,150 21,449 20,262 県単

19年度

19,634 ― 直接

24,139 19,536 20,170 歳出節別
内訳等

（単位：
　　千円）

0.72 0.68
・報酬：16,577　・共済費：2,066　・旅
費：649　・需用費:66　・役務費：107
・使用料：95　・負担金：54　・拠出
金:20

0.66

4,718

24,980

5,141 4,861

千円 29,369 24,495

【課題の特定（事業の実施により解決しようとする課題は何か）】

・日本語が堪能で国際理解講座等を行う知識・ノウハウのある人材を地域に派遣する必要がある。

事
 
業
 
の
 
概
 
要
 
等

事業の
目　的

・国際交流活動等に国際交流員を派遣することにより、県民の異文化理解、国際理解の促進を図り、地域の国際交流を推進
する。

【現状（事業の目的との間にどのようなギャップがあるか）】

・地域住民が主体となった国際交流の取り組みとして、料理教室などを通じて外国籍県民と交流する事業が行われているが、
県民が諸外国の事情、文化等の理解を進めるには十分ではない。

【原因分析（ギャップが発生している原因は何か）】

・外国籍県民は一般に日本語能力や国際理解講座等を行う知識・ノウハウが乏しく、県民の異文化理解、国際理解を促進する
役割を担うのは難しい。

事業の
必要性

事業内容
・外国青年招致事業により招致された外国青年を国際交流員として配置し、県民が行う国際交流活動への派遣等を行う。（小
中学校への訪問、国際理解講座等での講演、交流イベントへの参加や国際交流員自主企画イベントの開催等）

実施期間 Ｓ６３ 根拠法令等 外国青年招致事業実施要綱


